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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　レシプロ式内燃機関（１）によって吸入されるエアフローの圧力および温度状態を前記
レシプロ式内燃機関（１）の作動する高度に対応する海面からの高さにおいてシミュレー
トする装置であって、前記装置は少なくとも以下の装備を備えることを特徴とする：
　（ａ）エアフローを圧力ｐ０および温度Ｔ０の初期状態から圧力ｐ１および温度Ｔ１の
第２の状態へ膨張させる内向き半径流タービン（２）であって、ｐ０とＴ０は前記レシプ
ロ式内燃機関（１）が置かれる外気Ａ１の圧力と温度に対応し、ｐ１とＴ１は前記レシプ
ロ式内燃機関（１）によって吸入されるエアフローの圧力と温度に対応する、内向き半径
流タービン；
　（ｂ）前記内向き半径流タービン（２）の後方、且つ前記レシプロ式内燃機関（１）の
吸気口に配置されて、前記エアフローに圧力ｐ１および温度Ｔ１の状態を与える第１の容
器（４）；
　（ｃ）前記レシプロ式内燃機関（１）の排気口に配置され、両容器間の圧力を平衡させ
るために少なくとも１つの接続パイプ（７）を介して前記第１の容器（４）に接続される
第２の容器（５）；
　（ｄ）自身のシャフトによって前記内向き半径流タービン（２）に取り付けられ、集合
体はタービン発電機として知られる装置を形成する遠心コンプレッサ（３）；
　（ｅ）前記第２の容器（５）の後に配置され、前記レシプロ式内燃機関（１）によって
吸入されるエアフローの圧力と等しくなるように圧力を維持する真空ポンプ（６）。
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【請求項２】
　前記第１の容器（４）は、前記第１の容器（４）の横断面と等しい横断面を有する吸気
ダクトを介して前記レシプロ式内燃機関（１）に接続され、前記第２の容器（５）は、前
記第２の容器（５）の横断面と等しい横断面を有する排気パイプを介して前記レシプロ式
内燃機関（１）に接続される請求項１に記載の装置。
【請求項３】
　請求項１または２のいずれかに記載の装置であって、以下も備えることを特徴とする：
　（ａ）前記真空ポンプ（６）の前の少なくとも１つの粒子フィルタ（１１）；
　（ｂ）前記真空ポンプ（６）の前に配置される熱交換器（１２）であって、前記熱交換
器は好ましくは少なくとも１つの復水ドレーン系をさらに備える気‐液熱交換器で構成さ
れる、熱交換器；
　（ｃ）前記第１の容器（４）内の圧力ｐ１を制御する少なくとも１つの制御弁（８）；
　（ｄ）前記遠心コンプレッサ（３）の後に配置される少なくとも１つの背圧弁（９）；
　（ｅ）前記内向き半径流タービン（２）の前に配置される少なくとも１つの温度調節装
置（１０）であって、前記温度調節装置（１０）は外気Ａ１の温度を約±１０℃変えるこ
とができる、温度調節装置。
【請求項４】
　前記内向き半径流タービン（２）の前に配置されるとともに前記遠心コンプレッサ（３
）に接続され、前記内向き半径流タービン（２）の入口におけるエアフローを前記遠心コ
ンプレッサ（３）の出口におけるエアフローで加熱する少なくとも１つの第２の熱交換器
（１３）をさらに備えることを特徴とする請求項１～３のいずれかに記載の装置。
【請求項５】
　前記第２の熱交換器（１３）を迂回させるための少なくとも１つの弁（１４）をさらに
備えることを特徴とする請求項４に記載の装置。
【請求項６】
　前記遠心コンプレッサ（３）は前記真空ポンプ（６）の入口の前の前記第２の容器（５
）の出口に配置されることを特徴とする請求項１～３のいずれかに記載の装置。
【請求項７】
　請求項６に記載の装置であって、以下をさらに備えることを特徴とする：
　（ａ）前記レシプロ式内燃機関（１）の排気ガスを前記遠心コンプレッサ（３）に入る
前に外気Ａ１の温度まで冷却する第３の熱交換器（１５）；
　（ｂ）前記遠心コンプレッサ（３）の前に配置されるフローダイオードすなわち逆止め
弁（１６）。
【請求項８】
　前記内向き半径流タービン（２）および前記遠心コンプレッサ（３）と直列で作動する
少なくとも１つの第２の内向き半径流タービン（１７）および少なくとも１つの第２の遠
心コンプレッサ（１８）をさらに備えることを特徴とする請求項６または７に記載の装置
。
【請求項９】
　前記第２の内向き半径流タービン（１７）および前記第２の遠心コンプレッサ（１８）
は、前記内向き半径流タービン（２）のサイズおよび前記遠心コンプレッサ（３）のサイ
ズよりも小さなサイズである請求項８に記載の装置。
【請求項１０】
　前記第２の内向き半径流タービン（１７）は少なくとも１つのウェイストゲート（１９
）をさらに備える請求項８または９に記載の装置。
【請求項１１】
　前記装置は、前記遠心コンプレッサ（３）の下流ながら前記第２の遠心コンプレッサ（
１８）および前記粒子フィルタ（１１）の上流の位置に配置される少なくとも１つの熱交
換器（１２）を備えることを特徴とする請求項８～１０のいずれかに記載の装置。
【請求項１２】
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　前記遠心コンプレッサ（３）から排出されるエアフローを前記内向き半径流タービン（
２）に入る前に冷却するための少なくとも１つの冷却機および／または除湿機（２０）を
さらに備えることを特徴とする請求項１～３のいずれかに記載の装置。
【請求項１３】
　前記遠心コンプレッサ（３）の出口を前記内向き半径流タービン（２）による引き込み
から遮断する働きを担う２つの三方弁（２１）をさらに備えることを特徴とする請求項１
２に記載の装置。
【請求項１４】
　前記第２の遠心コンプレッサ（１８）から排出される空気を前記第２の内向き半径流タ
ービン（１７）に入る前に冷却するための少なくとも１つの第２の冷却機または除湿機（
２２）を備えることを特徴とする請求項１２または１３に記載の装置。
【請求項１５】
　レシプロ式内燃機関（１）によって吸入されるエアフローの圧力および温度状態を前記
レシプロ式内燃機関（１）の作動する高度に対応する海面からの高さにおいてシミュレー
トするための請求項１～１４のいずれかに記載の装置の使用。
【請求項１６】
　レシプロ式内燃機関（１）によって吸入されるエアフローの圧力および温度状態を前記
レシプロ式内燃機関（１）の作動する高度に対応する海面からの高さにおいてシミュレー
トする方法であって、前記方法は以下のステップを含むことを特徴とする：
　（ａ）タービン発電機として知られる集合体を形成する遠心コンプレッサ（３）に接続
される内向き半径流タービン（２）内のエアフローを圧力ｐ０および温度Ｔ０の初期状態
から圧力ｐ１および温度Ｔ１の第２の状態へ膨張させるステップであって、ｐ０とＴ０は
前記レシプロ式内燃機関（１）が置かれる外気Ａ１の圧力と温度に対応し、ｐ１とＴ１は
前記レシプロ式内燃機関（１）によって吸入されるエアフローの圧力と温度に対応する、
ステップ；
　（ｂ）圧力ｐ１で温度Ｔ１の前記エアフローを、エアフローが前記レシプロ式内燃機関
（１）によって吸入される場所から少なくとも第１の容器（４）に送るステップ；
　（ｃ）圧力ｐ２を前記レシプロ式内燃機関（１）によって吸入される空気の圧力と等し
く保つ真空ポンプ（６）によって前記排気ガスの流れが吸引される場所から少なくとも１
つの第２の容器（５）へ前記レシプロ式内燃機関（１）の排気ガスを排出するステップ；
　（ｄ）前記遠心コンプレッサ（３）から排出されるエアフローを背圧弁（９）を介して
外気Ａ１へ排出するステップ。
【請求項１７】
　さらに以下のステップを含むことを特徴とする請求項１６に記載の方法： （ａ）少な
くとも１つの制御弁（８）および前記真空ポンプ（６）を駆動する電動モータの可変周波
数駆動を用いて前記第１の容器（４）内および前記第２の容器（５）内の圧力を制御する
ステップ；
　（ｂ）少なくとも１つの温度調節装置（１０）を用いて前記第１の容器（４）内の温度
Ｔ１を制御するステップ；
　（ｃ）前記真空ポンプ（６）によって吸引される排気ガスは少なくとも１つの熱交換器
（１２）内で事前に冷却され、前記排気ガスの粒子は少なくとも１つの粒子フィルタ（１
１）内に留保される。
【請求項１８】
　少なくとも１つの第２の熱交換器（１３）を用いて前記内向き半径流タービン（２）の
入口におけるエアフローを前記遠心コンプレッサ（３）の出口から排出されるエアフロー
で加熱させるステップをさらに含むことを特徴とする請求項１６または１７に記載の方法
。
【請求項１９】
　以下を含むことを特徴とする請求項１６に記載の方法：
　（ａ）少なくとも１つの遠心コンプレッサ（３）を用いて前記第２の容器（５）から排
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出される排気ガスの圧力を排気ガスが前記真空ポンプ（６）に入る前に上昇させるステッ
プ；
　（ｂ）第３の熱交換器（１５）を用いて前記第２の容器（５）から排出される燃焼ガス
の温度を燃焼ガスが前記遠心コンプレッサ（３）に入る前に冷却するステップ；
　（ｃ）少なくとも１つの熱交換器（１２）を用いて排気ガスが前記真空ポンプ（６）に
入る前に前記遠心コンプレッサ（３）の出口において冷却するステップ；
　（ｄ）少なくとも１つのフローダイオードすなわち逆止め弁（１６）を用いて前記遠心
コンプレッサ（３）の出口において圧力を制御するステップ。
【請求項２０】
　前記内向き半径流タービン（２）および前記遠心コンプレッサ（３）に対して直列で作
動する少なくとも１つの第２の内向き半径流タービン（１７）および少なくとも１つの第
２の遠心コンプレッサ（１８）を備えることを特徴とする請求項１６に記載の方法。
【請求項２１】
　請求項２０に記載の方法であって、以下を特徴とする：
　（ａ）前記方法は、少なくとも１つのウェイストゲート（１９）を介して前記第２の内
向き半径流タービン（１７）に供給されるエアフローを迂回させる手段とともに少なくと
も１つの温度調節装置（１０）を用いて前記第１の容器（４）内の圧力ｐ１を制御するス
テップをさらに含み；
　（ｂ）前記真空ポンプ（６）は前記第２の遠心コンプレッサ（１８）に対して並列に作
動し；
　（ｃ）および、排気ガスが前記真空ポンプ（６）および／または前記第２の遠心コンプ
レッサ（１８）に入る前に少なくとも１つの熱交換器（１２）内で冷却するステップを含
む。
【請求項２２】
　前記遠心コンプレッサ（３）によって圧縮される空気は冷却機および／または除湿機（
２０）を介して前記内向き半径流タービン（２）に送られる請求項１６に記載の方法。
【請求項２３】
　前以て前記遠心コンプレッサ（３）内および前記第２の遠心コンプレッサ（１８）内で
圧縮されるとともに圧縮ステップの間に前記冷却機および／または除湿機（２０）内およ
び前記第２の冷却機および／または除湿機（２２）内で冷却された後の前記エアフローを
前記内向き半径流タービン（２）内および第２の内向き半径流タービン（１７）内で膨張
させるステップを含むことを特徴とする請求項２２に記載の方法。
　
　
　
　
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、レシプロ式内燃機関によって吸入される空気の圧力および温度状態を再現す
る装置および方法に関する。より詳細には、本発明は、レシプロ式内燃機関が作動する海
面からの高さに応じてレシプロ式内燃機関が晒される圧力および温度状態のシミュレーシ
ョンを可能にする装置および方法に関する。
【先行技術】
【０００２】
　エンジンまたは他の航空機部品の開発およびチューニングに利用することができる、高
度に応じた大気の一定の圧力および温度状態の制定への要望は、１９５２年の国際民間航
空機関（ＩＣＡＯ）による国際標準大気（ＩＳＡ）の制定に導いた。
【０００３】
　海面から特定の高度で作動することを意図した装置を設計する際に、高度が測定点に対
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して上昇するに連れて、大気の圧力と温度において発生する変動に関して、どちらの変動
が空気組成および密度の双方に影響を及ぼしているかを考慮する必要がある。よって、本
発明の目的は、航空機エンジンおよび高高度で作動することを意図した他の任意の輸送手
段のエンジンの双方への応用に適した低エネルギーコスト装置を提供することである。よ
り詳細には、本発明の目的は、レシプロ式内燃機関が作動する海面からの高さに応じてレ
シプロ式内燃機関によって吸入される空気の圧力および温度状態を再現することができる
装置である。
【０００４】
　海面からの高度を考慮に入れてエンジンを試験することを目的とする装置は、種々の目
的を追求することができ、その中で以下のことが注目される：
　・特定の条件下で起り得るエンジン運転の故障の修理
　・エンジンにより吸入される空気の特性によって影響を受ける燃料消費の最適化
　・航空機または類似の輸送手段に装備される空調機器の理想動作の決定
　・ガス循環パイプの動作チェック
　近年、上記の目的の達成に向けた種々の研究が行われてきた。しかし、殆どの事例にお
いて、提供される解決策は、エンジンの挙動に関する理論モデリングおよび高高度で実施
される現場テストに基づいている。その上、こうしたモデリングは大抵エンジンの燃料消
費の最適化を目標としている。
【０００５】
　例えば、米国特許出願第ＵＳ２００４１８６６９９号は、エンジンによって吸入される
空気と排気ガスの両方の圧力および温度を制御するとともに圧力および温度状態を調和さ
せる方法および装置を記述する。テストは、高高度をシミュレートした条件（測定場所の
圧力よりも低い圧力で）と低高度をシミュレートした条件の両条件下と様々な温度条件下
で実施される。従って、エンジンの排気ガスは希釈トンネルに送られて、希釈ガスサンプ
ルは、エンジンの活動とエンジンの排ガス組成を測定する分析に掛けられる。
【０００６】
　上記の研究とは異なり、本発明は、レシプロ式エンジンが作動中に到達する高度で働く
際の条件を海面位において再現できる装置に関する。
【０００７】
　これまでに、本発明の装置目的によって定義されるものと同じ技術的特徴を備える先行
技術による発明は存在しない。
【発明の開示】
【０００８】
　よって、本発明の目的は、レシプロ式内燃機関（１）によって吸入されるエアフローの
圧力および温度状態を前記レシプロ式内燃機関（１）の作動する高度に対応する海面から
の高さにおいてシミュレートする装置であって、前記装置は少なくとも以下の装備を備え
ることを特徴とする：
　（ａ）エアフローを圧力ｐ０および温度Ｔ０の初期状態から圧力ｐ１および温度Ｔ１の
第２の状態へ膨張させる内向き半径流タービン（２）。ここで、ｐ０とＴ０はレシプロ式
内燃機関（１）が置かれる外気Ａ１の圧力と温度に対応し、ｐ１とＴ１はレシプロ式内燃
機関（１）によって吸入されるエアフローの圧力と温度に対応する。
【０００９】
　（ｂ）内向き半径流タービン（２）の後方、且つレシプロ式内燃機関（１）の吸気口に
配置されて、前記エアフローに圧力ｐ１および温度Ｔ１の状態を与える第１の容器（４）
。
【００１０】
　（ｃ）レシプロ式内燃機関（１）の排気口に配置され、両容器間の圧力を平衡させるた
めに少なくとも１つの接続パイプ（７）を介して第１の容器（４）に接続される第２の容
器（５）。
【００１１】



(6) JP 5788025 B2 2015.9.30

10

20

30

40

50

　（ｄ）自身のシャフトによって内向き半径流タービン（２）に取り付けられ、集合体は
タービン発電機として知られる装置を形成する遠心コンプレッサ（３）。
【００１２】
 （ｅ）第２の容器（５）の後に配置され、レシプロ式内燃機関（１）によって吸入され
るエアフローの圧力と等しくなるように圧力を維持する真空ポンプ（６）。前記ポンプは
、第２の容器（５）内の圧力ｐ２を制御できるように、可変周波数駆動であるなしに拘わ
らず電動モータによって駆動されるベーンポンプで構成できることが好ましい。前記真空
ポンプ（６）の能力は、レシプロ式内燃機関（１）の排気ガスを、第２の容器（５）のよ
どみ領域内の圧力ｐ２から外気Ａ１の圧力まで移行させるのに十分であることが好ましい
。さらに、発明の好ましい実施形態では、前記真空ポンプ（６）は、少なくとも１つの復
水抜取り装置とともに排気ガスを希釈するための少なくとも１つの吸気弁をさらに備える
ことができる。
　
【００１３】
　発明の好ましい実施形態では、内向き半径流タービン（２）は可変タービン（ＶＧＴ）
で構成される。概して可変タービンは従来型タービンと同じ要素で構成されるが、ステー
タ内にリング状の動翼を備え、伝送フローに無関係に膨張比を変更することを可能にする
　第１の容器（４）と第２の容器（５）は円筒形容器によって構成され、好ましくは円筒
形スチール容器によって、より好ましくは、どちらの容器もレシプロ式内燃機関（１）の
排気量の少なくとも２倍に等しい容積を有するような長さの円筒形スチール容器で構成さ
れる。
【００１４】
　具体的には、第１の容器（４）はレシプロ式内燃機関（１）に入る前にエアフローを安
定化させるとともに、圧力損失を最小に保つように設計され、好ましくは第１の容器（４
）の横断面と実質的に等しい横断面を有する吸気ダクトを介して前記レシプロ式内燃機関
（１）に接続される。同様に第２の容器（５）はレシプロ式内燃機関（１）の排気ガスを
受け入れ、好ましくは第２の容器（５）の横断面と実質的に等しい横断面を有する排気パ
イプを介して同様に（前記レシプロ式内燃機関（１）に）接続される。
【００１５】
　発明の好ましい実施形態では、装置は、真空ポンプ（６）の前に少なくとも１つの粒子
フィルタ（１１）も、好ましくは少なくとも１つの高効率粒子フィルタも備えることがで
きる。とりわけテストするエンジンがディーゼルエンジンである場合、前記粒子フィルタ
（１１）を用いることによって、排気ガスが真空ポンプ（６）に入る前に粒子をろ過する
ことができる。さらに、粒子フィルタ（１１）を用いる場合、前記粒子フィルタ（１１）
の一部を成す消耗コンポーネントは定期的に交換することになる。
【００１６】
　発明の追加の実施形態では、装置は、少なくとも１つの熱交換器（１２）を、好ましく
は気‐液熱交換器を備えることができる。この熱交換器（１２）は、少なくとも１つの冷
却塔からの水を用いて外気Ａ１の温度まで排気ガスを冷却することができる。装置が粒子
フィルタ（１１）を備える好ましい実施形態では、熱交換器（１２）は前記粒子フィルタ
（１１）の前に配置することが好ましい。熱交換器（１２）は、装置の使用を終了する際
に開放状態にできる少なくとも１つの復水ドレーン（水抜き）をさらに備えられることが
好ましい。
【００１７】
　装置の様々な機器は、それらが完全に連結されていることを特徴とし、用途が広く、信
頼性の高い、エネルギー効率の良い装置を実現する。
【００１８】
　その結果、本装置は、ＩＳＡによって制定されているような、海面から特定の高さにお
いてレシプロ式内燃機関（１）によって吸入される空気の圧力および温度状態を再現する
ことを低エネルギーコストで可能にする。これらの状態は、海面における空気の圧力およ
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び温度状態（ＩＳＡによれば、前記圧力と前記温度は、それぞれ１０１３．２５ｈＰａと
１５℃である）よりも低い温度と圧力に相当する。例として、高度１１０００ｍ（対流圏
界面）までは、温度は１０００ｍにつき６．５℃の割合で低下し、前記高度では、温度－
５６．５℃、気圧２２５ｈＰａに達する。
【００１９】
　本発明のもう一つの目的は、高高度で作動するレシプロ式内燃機関（１）の動作状態を
シミュレートする上述の装置の使用法である。このエンジンは、航空機用エンジンのみな
らず高高度で運行される他の任意の輸送手段のエンジンによって構成できることが好まし
い。
【００２０】
　よって、本発明のさらなる目的は、レシプロ式内燃機関（１）によって吸入されるエア
フローの圧力および温度状態を前記レシプロ式内燃機関（１）の作動する高度に対応する
海面からの高さにおいてシミュレートする方法であり、前記方法は以下のステップを備え
ることを特徴とする：
　（ａ）エアフローを圧力ｐ０および温度Ｔ０の初期状態から圧力ｐ１および温度Ｔ１の
第２の状態へ膨張させるステップ。ここで、ｐ０とＴ０はレシプロ式内燃機関（１）が置
かれる外気Ａ１の圧力と温度に対応し、ｐ１とＴ１はレシプロ式内燃機関（１）によって
吸入されるエアフローの圧力と温度に対応する。
【００２１】
　（ｂ）圧力ｐ１で温度Ｔ１の前記エアフローを、エアフローがレシプロ式内燃機関（１
）によって吸入される場所から少なくとも１つの第１の容器（４）に送るステップ。
【００２２】
　（ｃ）圧力ｐ２をレシプロ式内燃機関（１）によって吸入される空気の圧力と等しく保
つ真空ポンプ（６）によって前記排気ガスの流れが吸引される場所から少なくとも１つの
第２の容器（５）へレシプロ式内燃機関（１）の排気ガスを排出するステップ。
【００２３】
　上述の方法は、乾いた空気の状態および除湿なしの状態のどちらでも用いることができ
る。
【００２４】
　上述のステップは本発明の方法の大まかなステップに相当するが、前記方法は、発明の
装置目的の種々の実施形態に応じて追加のステップを含むことができる。これらの実施形
態の幾つかの事例を本明細書に添付される図面に示す。
【図面の簡単な説明】
【００２５】
【図１】図１は発明の装置目的の特定の実施形態を示す。
【図２】図２は図１による装置を示し、熱回収装置をさらに備えることを特徴とする。
【図３】図３は装置の更なる特定の実施形態を示し、真空ポンプ（６）の前での圧力上昇
がさらに含まれることを特徴とする。
【図４】図４は装置の更なる特定の実施形態を示し、２つのターボコンプレッサによる２
ステップ膨張圧縮とレシプロ式内燃機関（１）の排出時の圧力の低下を補うための支援装
置としての真空ポンプ（６）とを備えることを特徴とする。
【図５】図５は装置の更なる特定の実施形態を示し、第１の容器（４）内の空気を冷却お
よび／または乾燥させるために遠心コンプレッサ（３）の圧力を利用するステップを含む
ことを特徴とする。
【図６】図６は装置の更なる特定の実施形態を示し、第１の容器（４）内および第２の容
器（５）内の空気を冷却および／または乾燥させるために遠心コンプレッサ（３）内およ
び第２の遠心コンプレッサ（１８）内の圧力を利用するステップを含むことを特徴とする
。それはタービンによる２ステップ膨張の結果可能となる。真空ポンプ（６）は、レシプ
ロ式内燃機関（１）の排出時の圧力の低下を補うために必要になる。
【符号の説明】
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【００２６】
レシプロ式内燃機関（１）
内向き半径流タービン（２）
遠心コンプレッサ（３）
第１の容器（４）
第２の容器（５）
真空ポンプ（６）
接続パイプ（７）
制御弁（８）
背圧弁（９）
温度調節装置（１０）
粒子フィルタ（１１）
熱交換器（１２）
第２の熱交換器（１３）
弁（１４）
第３の熱交換器（１５）
フローダイオードすなわち逆止め弁（１６）
第２の内向き半径流タービン（１７）
第２の遠心コンプレッサ（１８）
ウェイストゲート（１９）
冷却機および／または除湿機（２０）
三方弁（２１）
第２の冷却機および／または除湿機（２２）
　本発明の一連の特定の実施形態は、本明細書に添付の図面に従って、コストおよび複雑
さが増す順序で限定されない実施例を通じて以下で説明される。
【発明の詳細な説明】
【００２７】
特定の実施形態１
　図１に示すように、発明の特定の実施形態１において、装置は以下を備える：
　（ａ）内向き半径流タービン（２）の事実上のステータにすることができる制御装置す
なわち流量調節弁（８）を備える可変内向き半径流タービン（２）。エアフローは、前記
内向き半径流タービン（２）内で圧力ｐ０および温度Ｔ０の初期状態から圧力ｐ１および
温度Ｔ１の第２の状態に膨張させられ、ｐ０とＴ０はレシプロ式内燃機関（１）が置かれ
る環境Ａ１の圧力と温度に対応し、ｐ１とＴ１はレシプロ式内燃機関（１）によって吸入
されるエアフローの圧力と温度に対応する。
【００２８】
　（ｂ）内向き半径流タービン（２）の後方、且つレシプロ式内燃機関（１）の吸気口に
配置されて、前記エアフローに圧力ｐ１および温度Ｔ１の状態を与える第１の容器（４）
。前記第１の容器（４）は、第１の容器（４）の横断面と実質的に等しい横断面を有する
吸気ダクトを介してレシプロ式内燃機関（１）に接続される。
【００２９】
　（ｃ）レシプロ式内燃機関（１）の排気口に配置され、好ましくは第２の容器（５）の
横断面と実質的に等しい横断面を有する排気パイプを介してレシプロ式内燃機関（１）に
接続される第２の容器（５）。第１の容器（４）と第２の容器（５）の双方は、両容器間
の圧力を平衡させるために接続パイプ（７）を介して接続される。さらに、第１の容器（
４）と第２の容器（５）の双方は、レシプロ式内燃機関（１）の排気量の２倍に相当する
容積を有する。
【００３０】
　（ｄ）遠心コンプレッサ（３）の有効範囲（チョーク状態とサージング状態の間）が内
向き半径流タービン（２）の最大能力範囲に一致するように内向き半径流タービン（２）
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に連結される遠心コンプレッサ（３）。タービンの膨張比を調節することが可能であり、
従って、内向き半径流タービン（２）の制御弁（８）を介して第１の容器（４）内の圧力
ｐ１を制御することができる。
【００３１】
　（ｅ）レシプロ式内燃機関（１）によって吸入されるエアフローの圧力と等しくなるよ
うに圧力を維持する真空ポンプ（６）。
【００３２】
　装置は、遠心コンプレッサ（３）が外気Ａ１から吸入されるエアフローを排出して同じ
外気Ａ１に戻す際に経由させる背圧弁（９）も備える。背圧弁（９）は、任意のエンジン
速度において内向き半径流タービン（２）の平均能力が最大になるように定位置に調節さ
れる。
【００３３】
　装置は、Ａ１の温度を約±１０℃変えることができる温度調節装置（１０）をさらに備
える。加熱が必要な場合、前記温度調節装置（１０）は電気抵抗で構成することができる
。逆に、冷却が必要な場合、温度調節装置（１０）は、逆ランキンサイクルによる伝統的
な冷却装置で構成することができる。温度調節装置（１０）は、第１の容器（４）内の温
度Ｔ１の微調節器として用い、内向き半径流タービン（２）における膨張の後、所望の空
気温度を正確に調節する。
【００３４】
　発明のこの特定の実施形態において、装置は、気‐液熱交換器（１２）とともに真空ポ
ンプ（６）の前に高効率粒子フィルタ（１１）をさらに備える。
【００３５】
　本発明のもう一つの目的は、実施形態１の装置によって行われる方法である。従って、
レシプロ式内燃機関（１）が運転位置に到達すると、外気Ａ１の空気は、圧力ｐ１がシミ
ュレートする飛行高度に応じて所望の圧力になるまで内向き半径流タービン（２）内で膨
張させられる。レシプロ式内燃機関（１）によって吸入される空気の流量と密度を考慮に
入れて、内向き半径流タービン（２）を適切に選択することにより、適切な膨張が確実に
達成される。さらに、内向き半径流タービン（２）は可変タービンであるため、装置は、
制御装置すなわち流量調節弁（８）を備える（一般的に内向き半径流タービン（２）の事
実上のステータ）。この制御弁（８）は、第１の容器（４）内のｐ１の微調節とともに制
御弁（８）に作用する一般的なＰＩＤコントローラを用いたｐ１の精密制御を確実にする
ことを可能にする。
【００３６】
　内向き半径流タービン（２）は、エアフローの膨張の間エアフローからのエネルギーを
取り出し、そのエネルギーは、空気を圧縮して引き続いて遠心コンプレッサ（３）が圧縮
された空気を排出する排出先である外気Ａ１へ消散させる遠心コンプレッサ（３）によっ
て消費される。背圧弁（９）は、遠心コンプレッサ（３）が常に安定した動作条件の下、
且つ内向き半径流タービン（２）の最大能力動作点で働くように一定の開度に調節される
。従って、背圧弁（９）は、遠心コンプレッサ（３）が動作する抵抗負荷曲線をどのよう
に描くかの役割を担うことになる。
【００３７】
　膨張と内向き半径流タービン（２）内の流体のエネルギーの損失により圧力ｐ１になっ
た結果、第１の容器（４）内の温度はＴ１に近い温度に下降することになる。内向き半径
流タービン（２）の上流の温度を温度調節装置（１０）により±１０℃の範囲で調整する
ことにより、温度Ｔ１を所望の値に到達させることができる。内向き半径流タービン（２
）の精密制御は、温度調節装置（１０）に作用する一般的なＰＩＤコントローラを用いて
行われることになる。
【００３８】
　ベーン真空ポンプ（６）は、第２の容器（５）内の圧力（ｐ２）の所望する降下を確実
にする。例えば、真空ポンプ（６）を駆動する電動モータの可変周波数駆動はｐ２の制御
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を確実にする。可変周波数駆動に作用する一般的なＰＩＤコントローラは、ｐ２の微調整
を行う。真空ポンプ（６）によって吸引される排気ガスは、前以て熱交換器（１２）内で
冷却され、このガスの微粒子は、真空ポンプ（６）の低消費電力化と信頼性向上を確実に
するために粒子フィルタ（１１）内に留保される。真空ポンプ（６）は市販機器で構成す
ることができる。
【００３９】
　一方、接続パイプすなわちパイプ（７）は、圧力調整ポートのように働き、第１の容器
（４）内の圧力（ｐ１）と第２の容器（５）内の圧力（ｐ２）の均一化を確実にする。よ
って、それらは、吸気および排気の双方において等価ＩＳＡ飛行条件をシミュレートする
ことを可能にし、圧力ｐ１およびｐ２の制御を容易にする。真空ポンプ（６）がレシプロ
式内燃機関（１）によって移送されるよりも多い流量を吸引すれば、真空ポンプ（６）は
可変周波数駆動なしで稼働することができる。その理由は、過剰な流量は接続パイプすな
わちパイプ（７）を通り抜けることになり、圧力ｐ２はｐ１と等しいままとなるからであ
る。
　
【００４０】
特定の実施形態２
　図２によれば、この第２の実施形態は、図１で表される装置の装備に加えて、内向き半
径流タービン（２）の入口におけるエアフローを遠心コンプレッサ（３）の出口における
エアフローで加熱させるとともに、抵抗で構成する温度調節装置（１０）による加熱が必
要な場合に、必要な電力を抑制するための第２の気‐気熱交換器（１３）を備えることを
特徴とする。
【００４１】
　発明のこの特定の実施形態は、第２の気‐気熱交換器（１３）を迂回させるとともに温
度調節装置（１０）による冷却が必要な場合の内向き半径流タービン（２）の入口におけ
るエアフローの加熱を避けるための弁（１４）も備えることができる。どのような場合で
も、温度調節装置（１０）は温度Ｔ１の微調整実行の役割を担うことになる。
【００４２】
　本発明のもう一つの目的は、実施形態２の装置によって行われる方法である。実施形態
１の働きについて述べた内容に加えて、この実施形態２の装置は以下のように作動する：
　内向き半径流タービン（２）の上流の空気を目標温度Ｔ１になるまで加熱しなければな
らない場合、遠心コンプレッサ（３）から出される熱い空気を利用することができる。そ
のためには、遠心コンプレッサ（３）によって供給される空気の熱は、内向き半径流ター
ビン（２）によって第２の熱交換器（１３）内に吸入される空気に伝達されることになる
。この動作モードでは、先験的に規定される基準条件において弁（１４）は閉じられ、背
圧弁（９）は開けられる（実施形態１と同様に、これらの状態は、確立された運転条件に
おいて内向き半径流タービン（２）の最大能力に近い状態で遠心コンプレッサ（３）が動
作する状態である）。
【００４３】
　内向き半径流タービン（２）の上流の空気を目標温度Ｔ１になるまで冷却しなければな
らない場合、第２の気‐気熱交換器（１３）は用いないことになる。それを受けて、背圧
弁（９）が装置１の動作モードで達していた状態と同じ状態に達するまで、背圧弁（９）
は閉じ、弁（１４）は開くことになる。
　
【００４４】
特定の実施形態３
　図３に示すように、この特定の実施形態では、装置は第２の容器（５）の後に配置され
る遠心コンプレッサ（３）を備えることができる。この遠心コンプレッサ（３）は、第２
の容器（５）から排出される排気ガスを吸入して真空ポンプ（６）の入口においてガスの
圧力を上昇させて、その後の前記真空ポンプ（６）のエネルギー節約をもたらす。それに
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もかかわらず、圧力ｐ２は、真空ポンプ（６）の電動モータによる可変周波数駆動によっ
て制御し続けることができる。
【００４５】
　上記の結果、発明のこの実施形態では、背圧弁（９）を使われなくなったため構成には
含まれない。
【００４６】
　装置は、遠心コンプレッサ（３）の入口において排気ガスを外気Ａ１の温度まで冷却す
る第３の気‐液熱交換器（１５）も備える。
【００４７】
　装置はフローダイオードすなわち逆止め弁（１６）をさらに備え、この特定の実施形態
３では遠心コンプレッサ（３）の迂回路の役割を果たす。このフローダイオードすなわち
逆止め弁（１６）は、遠心コンプレッサ（３）の上流の圧力が遠心コンプレッサ（３）の
下流の圧力よりも大きい場合に開くことができる。
【００４８】
　本発明のもう一つの目的は、実施形態３の装置によって行われる方法である。実施形態
１において述べた内容に加えて、この装置は以下のように作動する：
　初めに、内向き半径流タービン（２）によって空気から取り出されるエネルギーを吸収
するコンプレッサは、外気Ａ１の空気を移動させることによってこのエネルギーを消散さ
せない。この実施形態では、遠心コンプレッサ（３）は、燃焼ガスを第２の容器（５）か
ら真空ポンプ（６）の入口へ移動させる。それにより、遠心コンプレッサ（３）は真空ポ
ンプ（６）の動作を支援してその電力消費を抑制する。
【００４９】
　第３の気‐液熱交換器（１５）は、第２の容器（５）から吸引される燃焼ガスを遠心コ
ンプレッサ（３）に入る前に冷却してコンプレッサの入口におけるエアフローの密度を高
め、それによりコンプレッサの効率を改善させるとともにコンプレッサのサージ（急変動
）のリスクを抑制する。
【００５０】
　真空ポンプ（６）は、一般的なＰＩＤコントローラを用いて第２の容器（５）内の圧力
ｐ２を制御し続ける。熱交換器（１２）は、排気ガスを真空ポンプ（６）に入る前に遠心
コンプレッサ（３）の出口において冷却する。
【００５１】
　実施形態３の装置においては、遠心コンプレッサ（３）の動作条件は、真空ポンプ（６
）によって移送される流量およびタービン発電機のエンジン速度によって設定されること
になる。タービン発電機のエンジン速度は、内向き半径流タービン（２）と遠心コンプレ
ッサ（３）との間のエネルギーバランスによりもたらされる。結果として、エンジン速度
が十分でなく、遠心コンプレッサ（３）の下流の圧力が第２の容器（５）内の圧力に等し
いかまたは低くなることがしばしば発生することがある。その場合、コンプレッサの出力
圧力が目標圧力ｐ２になるまで、フローダイオードすなわち逆止め弁（１６）は開いて排
気ガスの流れの一部のための迂回路の役割を果たすことになる。フローダイオードすなわ
ち逆止め弁（１６）は遠心コンプレッサ（３）の下流の圧力が上流の圧力より低い場合に
のみ開くため、この弁は流れを一方向のみ通過させるダイオードすなわち「逆止め弁」と
なる。
　
【００５２】
特定の実施形態４
　実施形態４における本発明の装置目的は図４で表される。この実施形態は、実施形態３
の装置の装備に加えて、またはそれに代わって、以下の装備を備える：
　実施形態３の装置のタービン発電機と直列で作動する１つまたは幾つかのタービン発電
機（タービン発電機は内向き半径流タービンと遠心コンプレッサの集合体と理解される）
。実施形態３の装置のタービン発電機は、可変内向き半径流タービン（２）と遠心コンプ
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レッサ（３）で構成されていた。
【００５３】
　実施形態４では、第２の内向き半径流タービン（１７）は可変タービンである必要はな
い；それは、図４で表される事例のような固定タービンとすることもできる。図４は、実
施形態３のタービン発電機と直列となる追加のタービン発電機のみを表している。新たな
タービン発電機は、第２の内向き半径流タービン（１７）と第２の遠心コンプレッサ（１
８）で構成される。前記第２の内向き半径流タービン（１７）と前記第２の遠心コンプレ
ッサ（１８）は、内向き半径流タービン（２）のサイズと遠心コンプレッサ（３）のサイ
ズよりも小さなサイズであることが好ましい。それは、第２の内向き半径流タービン（１
７）内および第２の遠心コンプレッサ（１８）内のエアフローは、それぞれ第１の内向き
半径流タービン内および遠心コンプレッサ内のエアフローよりも密度が高いからである。
【００５４】
　第２の内向き半径流タービン（１７）と第２の遠心コンプレッサ（１８）のサイズは以
下のように選ばれる。一方で、外気Ａ１と第１の容器（４）との間の総圧力サージは、第
２の内向き半径流タービン（１７）と内向き半径流タービン（２）と間で等しく分割され
ることが好ましく；他方で、外気Ａ１と第２の容器（５）との間の総圧力サージは、第２
の遠心コンプレッサ（１８）と遠心コンプレッサ（３）と間で等しく分割されることが好
ましい。その結果、内向き半径流タービン（２）、第２の内向き半径流タービン（１７）
、遠心コンプレッサ（３）および第２の遠心コンプレッサ（１８）は、それぞれの最大能
力動作領域内の圧力サージとエンジン速度で作動することができる。よって、装置がより
高価になる可能性があっても、装置の主な消費電力を占める真空ポンプ（６）の消費エネ
ルギーを最小にすることにより装置の能力を最大にすることができる。
【００５５】
 第２の内向き半径流タービン（１７）は、前記第２の内向き半径流タービン（１７）の
迂回路の役割を果たすウェイストゲート（１９）をさらに備えることができる。このウェ
イストゲート（１９）は、第１の内向き半径流タービンの可変機構すなわち制御弁（８）
とともに、第２の内向き半径流タービン（１７）内のエアフローの迂回路に基づいて、第
１の容器（４）内の圧力ｐ１の制御に関与することができ、ひいては第２の内向き半径流
タービン（１７）の下流のエアフローの膨張を制御することができる。
　
【００５６】
　気‐液熱交換器（１２）は、各構成要素に対し、遠心コンプレッサ（３）の下流ながら
第２の遠心コンプレッサ（１８）の上流且つ粒子フィルタ（１１）の上流の位置に配置す
ることができる。その結果、真空ポンプ（６）と遠心コンプレッサ（３）は並列で働き、
熱交換器（１２）は双方の機器によって吸引される排気ガスを冷却する。
【００５７】
　装置は、実施形態１で説明した背圧弁（９）と同じ特性と機能を有する背圧弁（９）を
さらに備える。
【００５８】
　本発明のもう一つの目的は、実施形態４の装置によって行われる方法である。幾つかの
機器の間で総圧力サージが分割される結果コンプレッサが広範囲の圧力において真空ポン
プ（６）を支援するため、本装置は最大の据え付け費用と最小の稼働エネルギー消費をも
たらす。実施形態３の装置の作動について述べた内容に加えて、この装置は以下のように
作動する：
　図４に示すように、追加のタービン発電機が１つだけ実施形態３のタービン発電機と直
列に表されている。新たなタービン発電機は、第２の内向き半径流タービン（１７）と第
２の遠心コンプレッサ（１８）で構成される。ウェイストゲート（１９）が完全に閉じら
れるとともに制御弁（８）（可変タービンでは完全に閉じられることはない）が最大限に
きつい状態で閉じられる時、最大の膨張が達成される。
【００５９】
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　この後、膨張比は、最初に制御弁（８）を最大開度まで開き、次に背圧弁（９）を最大
開度まで開くことにより下げられる。従って、連続的に作動する２つの一般的なＰＩＤコ
ントローラを用いて第１の容器（４）内の圧力ｐ１を制御することにより制御が行われる
ことになる。Ａ１と第１の容器（４）との間で膨張を縮小する場合、最初に制御弁（８）
に作用するＰＩＤコントローラが作動して制御弁（８）が作動限界に達するまで閉じられ
、次にウェイストゲート（１９）に作用するＰＩＤコントローラが作動することになる。
Ａ１と第１の容器（４）との間で膨張を増大させる場合、上記の逆となり、最初にウェイ
ストゲート（１９）に作用するＰＩＤコントローラが作動してウェイストゲート（１９）
が作動限界に達するまで閉じられ、次に制御弁（８）に作用するＰＩＤコントローラが作
動することになる。
【００６０】
　遠心コンプレッサ（３）は実施形態３における場合と同様に作動し、その動作はフロー
ダイオードすなわち逆止め弁（１６）によって制限される。遠心コンプレッサ（３）の動
作は、実施形態１の装置における場合と同様に、第２の内向き半径流タービン（１７）の
動作が高性能領域内となることを確実にする背圧弁（９）の位置（開度）によって制御さ
れることになる。
【００６１】
　ベーン真空ポンプ（６）は、第２の遠心コンプレッサ（１８）と並列で作動し、第２の
遠心コンプレッサ（１８）が移送することができないエアフローは真空ポンプ（６）によ
って移送されることになる。熱交換器（１２）は、双方の機械すなわち真空ポンプ（６）
および第２の遠心コンプレッサ（１８）によって移送される排気ガスを冷却する働きを担
うことになる。
　
【００６２】
特定の実施形態５
　実施形態５における本発明の装置目的は図５で表される。実施形態１において開示され
ている内容に加えて、本実施形態は、遠心コンプレッサ（３）の出口と内向き半径流ター
ビン（２）の入口との間に、以下の装備と変更による伝送システムを備える：
　遠心コンプレッサ（３）から排出されるエアフローを内向き半径流タービン（２）に入
る前に冷却する冷却機および／または除湿機（２０）；および
　遠心コンプレッサ（３）の出口を内向き半径流タービン（２）による引き込みから遮断
するとともに、前記遮断が行われる際に双方からの取り込みを外気Ａ１へ送る働きを担う
三方弁（２１）。遠心コンプレッサ（３）と内向き半径流タービン（２）との間の接続を
希望する場合、三方弁（２１）の動作は上記の逆になる。
【００６３】
　本発明のもう一つの目的は、実施形態５の装置によって行われる方法である。
【００６４】
　この実施形態によれば、冷却または内向き半径流タービン（２）の上流の湿気の凝縮の
必要性を減らすために、遠心コンプレッサ（３）によって圧縮された空気は冷却機および
／または除湿機（２０）を介して内向き半径流タービン（２）に送られる。
【００６５】
　遠心コンプレッサ（３）の圧縮比または遠心コンプレッサ（３）の動作点が、この実施
形態５の装置の動作目的への適合または遠心コンプレッサ（３）の安定動作の確保に適さ
ない場合、三方弁（２１）が開いて遠心コンプレッサ（３）の空気の外気Ａ１への排出お
よび外気Ａ１から内向き半径流タービン（２）への空気の吸入を可能にし、ひいては（そ
れらは三方弁であるが故に）遠心コンプレッサ（３）と内向き半径流タービン（２）との
間の連通状態を閉じることになる。
　
【００６６】
特定の実施形態６
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　実施形態６における本発明の装置目的は図６で表される。実施形態５において開示され
ている内容に加えて、本装置は、以下の装備と変更の結果を受けて、ターボ機械（図６に
は、単純化のため２ステップのみ表されている）による２つ以上のステップの圧縮と膨張
により構成される：
　第２の遠心コンプレッサ（１８）から排出される空気を第２の内向き半径流タービン（
１７）に入る前に冷却する第２の冷却機または除湿機（２２）。
【００６７】
 前記装置は、第２の内向き半径流タービン（１７）による引き込みから第２の遠心コン
プレッサ（１８）の出口を遮断するとともに、前記遮断が行われる際に双方からの取り込
みを外気Ａ１へ送る働きを担う２つの三方弁（２１）も備える。第２の遠心コンプレッサ
（１８）と第２の内向き半径流タービン（１７）との間の接続を希望する場合、三方弁（
２１）の動作は上記の逆になる。
　
　
【００６８】
　本発明のもう一つの目的は、実施形態６の装置によって行われる方法である。
【００６９】
　実施形態５の動作について説明されている内容に加えて、この実施形態６の装置は、以
下の２つ以上のステップ（図６には、２ステップのみ表されている）においてタービンお
よびコンプレッサにおける圧縮および膨張により作動する：
　冷却または内向き半径流タービン（２）および第２の内向き半径流タービン（１７）の
上流の湿気の凝縮の必要性を減らすために、空気は、前以て遠心コンプレッサ（３）およ
び第２の遠心コンプレッサ（１８）による２つのステップにおいて圧縮され、圧縮ステッ
プの間に冷却機／除湿機（２０）および（２２）において冷却された後、これらのタービ
ンにおける２つのステップにおいて膨張させられる。
【００７０】
　遠心コンプレッサ（３）および第２の遠心コンプレッサ（１８）それぞれの圧縮比また
はそれらの動作点が、この実施形態６の装置の動作目的への適合または遠心コンプレッサ
（３）および第２の遠心コンプレッサ（１８）の安定動作の確保に適さない場合、三方弁
（２１）が開いて第２の遠心コンプレッサ（１８）の空気の外気Ａ１への排出および外気
Ａ１から第２の内向き半径流タービン（１７）への空気の吸入を可能にし、ひいては（そ
れらは三方弁であるが故に）第２の遠心コンプレッサ（１８）と第２の内向き半径流ター
ビン（１７）との間の連通状態を閉じることになる。
【００７１】
　図６では、追加のタービン発電機が１つだけ実施形態５のタービン発電機と直列に表さ
れている。新たなタービン発電機は、第２の内向き半径流タービン（１７）と第２の遠心
コンプレッサ（１８）で構成される。ウェイストゲート（１９）が完全に閉じられるとと
もに制御弁（８）（可変タービンでは完全に閉じられることはない）が最大限にきつい状
態で閉じられる時、最大の膨張が達成される。この後、膨張比は、最初に制御弁（８）を
最大開度まで開き、次にウェイストゲート（１９）を最大開度まで開くことにより下げら
れる。従って、連続的に作動する２つの一般的なＰＩＤコントローラを用いて第１の容器
（４）内の圧力ｐ１を制御することにより制御が行われることになる。Ａ１と第１の容器
（４）との間で膨張を縮小する場合、最初に制御弁（８）に作用するＰＩＤコントローラ
が作動して制御弁（８）が作動限界に達するまで閉じられ、次にウェイストゲート（１９
）に作用するＰＩＤコントローラが作動することになる。Ａ１と第１の容器（４）との間
で膨張を増大させる場合、上記の逆となり、最初にウェイストゲート（１９）に作用する
ＰＩＤコントローラが作動して、次に制御弁（８）に作用するＰＩＤコントローラが作動
することになる。
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